
つくば市議会告示第 号 

 

 つくば市議会広報広聴委員会運営要綱の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

 

  令和６年 月 日 

 

つくば市議会議長 五 頭 泰 誠       

 

 

   つくば市議会広報広聴委員会運営要綱の一部を改正する告示 

 

 つくば市議会広報広聴委員会運営要綱（令和２年つくば市議会告示第３号）の一

部を次のように改正する。 

 第４条中「第４条」の次に「、第７条第１項及び第２項」を加え、「第31条」を

「第31条第１項」に、「及び」を「並びに」に改める。 

   附 則 

 この告示は、公表の日から施行する。 


